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１ 統計基準について

● 「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確
保するための技術的な基準をいう。（統計法第二条第９項）保するための技術的な基準をいう。（統計法第二条第９項）

統計基準

設定の視点等
（設定目的）

比較可能性の向上 客観性の確保 重複排除比較可能性の向上

■ 各種統計調査結果の比較

■ 同一調査結果間の時系列比較

客観性の確保

■ 調査間における対象の捕ら
え方の恣意性の排除

分野別統計の対象範囲を明確化
することにより、別分野を対象
とする調査の調査対象となるこ

重複排除

■ 国際比較
■ 調査間における表現の統一

■ 専門家による内容の精査

とする調査の調査対象となるこ
とを排除
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２ 現行の統計基準（統計法第28条に基づくもの）

○統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準
○事業所において社会的分業として行われる財貨又はサービスの生産又は提供に係る全ての経済活動を分類したもの

日本標準産業分類

○昭和２４年１０月の設定以降、平成１９年１１月までの間に１２回の改定を実施
○現在の分類は、統計法に基づく統計基準として平成２１年３月に設定

○統計調査の結果を疾病、傷害又は死因別に表示する場合の統計基準
○本分類については、その内容が医療に関する専門的事項であることから、厚生労働省社会保障審議会において検討さ

疾病、傷害及び死因の統計分類

れ、その結果を受けて、総務大臣が統計基準として設定
○昭和２６年４月の設定以降、平成６年１０月までの間に４回の改定を実施
○現在の分類は、統計法に基づく統計基準として平成２１年３月に設定

○統計調査の結果を職業別に表示する場合の統計基準
○個人が従事する仕事の類似性に着目して区分し それを体系化したもの

日本標準職業分類

○個人が従事する仕事の類似性に着目して区分し、それを体系化したもの
○昭和３５年３月の設定以降、平成９年１２月までの間に４回の改定を実施
○現在の分類は、統計法に基づく統計基準として、平成２１年１２月に設定

２

※ 今後、統計基準としては、「指数の基準時に関する統計基準」等を新たに定める予定。このほか、統計基準ではないが、
統計に関する基準として「日本標準商品分類」がある。



３ 指数に関する基準を新たな統計基準として設定する理由

【旧統計法】
昭和56年の統計審議会答申に基づき、次により公的統計である各指数の基準時等の更新

が行われてきたところ。
① ご①各指数とも統一的に原則として５年ごとに更新
②基準時は西暦年の末尾が０又は５の付く年、ウェイト時は基準時と同年又はその近傍の年

指数の基準時等の更新についての基準は、指数間の相互利用や比較対照等の観点から重要な基準

【平成21年3月「公的統計の整備に関する基本的な計画」（閣議決定）】【平成21年3月「公的統計の整備に関する基本的な計画」（閣議決定）】
指数の基準改定の客観性と各指数の整合性を確保する観点から、「指数の基準時及びウェ

イト時の更新についての基準」を新たに統計基準として設定し、公示する。（平成21年度に実施）
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（参考）

統 計 基 準 関 係 法 令

○統計法（平成19年法律第53号）（抄）

（定義）
第二条第二条
９ この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための記述的な基準
をいう。

（基幹統計調査の承認）
第九条 行政機関の長は 基幹統計調査を行おうとするときは あらかじめ 総務大臣の承認を受けなければならない第九条 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
２ 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければなら
ない。
一 調査の名称及び目的

（中略）
九 使用する統計基準その他総務省令で定める事項

（中略）
４ 総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。（以下略）

（基幹統計調査の変更又は中止）
第十一条 行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらか
じめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
２ 第九条第四項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更又は中止の承認について（中略）準用する。

（基幹統計の作成方法の通知等）
第二十六条 行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あ
らかじめ総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき（政令で定める軽微な変更をしよう
とするときを除く。）も、同様とする。
２ 総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行
政機関の長に意見を述べることができる。

４

政機関の長に意見を述 ることができる。
３ 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならな
い。



（統計基準の設定）
第二十八条 総務大臣は政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。
２ 総務大臣は 前項の統計基準を定めようとするときは あらかじめ 統計委員会の意見を聴かなければならない これ２ 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これ
を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

３ 総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、
同様とする。

○統計施行令（平成20年政令第334号）（抄）

（統計基準の設定方法）
第十条 法第二十八条第 項の統計基準は 公的統計の統 性又は総合性を確保を必要とする事項ごとに定めなければな第十条 法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性を確保を必要とする事項ごとに定めなければな
らない。
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